
厚生労働大臣の定める掲示事項 
 

◎ 当院は、下記のものを実施するにあたり、厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を関東甲信越厚生局長に 

届け出ている保険医療機関です。 

◆人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１）   ◆導入期加算１      ◆透析液水質確保加算 

◆ＣＴ及びＭＲＩ撮影 ◆明細書発行体制等加算 ◆酸素の購入単価（酸単） ◆下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

 

Ⅰ 明細書発行体制について  

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の 

分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもの  

ですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の 

発行を希望されない方は、会計窓口にて、その旨お申し出ください。  

 

Ⅱ 保険外負担に関する事項  

当院では、診断書などにつきまして、実費のご負担をお願いしております。 

年金診断書 １通  ７,７００円 簡易診断書  １通  ３,３００円 

生命保険用診断書 １通  ７,７００円   

障害者申請診断書 １通  ７,７００円 肺炎球菌ワクチン １回  ８,３３０円 

死亡診断書（死後処置料含む） １件 １６,５００円 インフルエンザ １回  ４,０００円 

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

・ティッシュ１箱 １００円   ・止血ベルト １本 ６００円   ・イヤホン １個 １３０円  

・おむつ代 １枚 １７０円  パンツ型 １４０円  フラットタイプ ５０円  尿とりパット ３０円 

 

※ なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、 

「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。 

 

ご不明な点は、受付までお尋ねください。 
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